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○大津町老朽危険空家等除却促進事業補助金交付要綱 

令和４年３月28日 

要綱第19号 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、住環境の整備改善を図ることを目的に、老朽危険空家等の撤去を

行う者に対し、予算の範囲内において大津町老朽危険空家等除却促進事業補助金（以

下「補助金」という。）を交付することについて、大津町補助金交付規則（昭和60

年大津町規則第９号）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（用語の定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところ

による。 

(1) 老朽危険空家等 町内に存在する空家等対策の推進に関する特別措置法（平成

26年法律第127号）第２条第１項に規定する空家等又は空家等となることが見込ま

れるものであつて、老朽化（構造又は設備が著しく不良であり、住宅の不良度判定

基準（別表第１）に掲げる評定項目の評点の合計が100以上である状態をいう。）

し、危険な状態（周辺への危険度判定基準（別表第２）に掲げる項目のいずれかに

該当する状態をいう。）にあるものをいう。 

(2) 解体業者 解体工事業、建築工事業若しくは土木工事業の許可を受けている者

又は解体工事業の届出をしている者をいう。 

（補助対象となる老朽危険空家等） 

第３条 補助金の対象となる老朽危険空家等は、次の各号のいずれかを満たすものとす

る。 

(1) 主として居住の用に供する建築物 

(2) 店舗等併用の住宅（居住の用に供する部分及び店舗又は事務所の用に供する部

分がある住宅をいう。） 

２ 補助金の対象となる老朽危険空家等は、前項に規定するもののほか、かつ、次の各

号の全てを満たすものとする。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、こ

の限りではない。 

(1) 国、地方公共団体、独立行政法人等が所有権等を有していないこと。 
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(2) 故意に破損されたものでないもの。 

３ 補助金の交付は、同一の敷地につき１回限りとする。ただし、町長が特別の事情が

あると認めるときは、この限りではない。 

（補助対象者） 

第４条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれかを満たすものとする。 

(1) 老朽危険空家等の所有者又はその相続人。ただし、法人等を除く。 

(2) 前号に準ずる者として町長が特に認める者 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は補助対象者としない。 

(1) この補助金に係る撤去に関し、国、県、又は町の他の補助金（その他これに準

ずるもので町長が指定するものを含む。）の交付を受けた者 

(2) 町税等の滞納がある者 

(3) 暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第

77号）第２条第６号に規定する暴力団員をいう。） 

(4) 老朽危険空家等が複数人の共有又は相続財産である場合において、当該共有者

全員又は相続人全員から老朽危険空家等の除却について同意を得られない者。ただ

し、補助金の交付を申請しようとする者が紛争等が生じた場合の誓約書（様式第１

号。以下「誓約書」という。）を提出できるときは、この限りではない。 

(5) 老朽危険空家等の所有者と老朽危険空家等が所在する敷地の所有者が異なる場

合において、当該所有者全員から老朽危険空家等の除却について同意を得られない

者。ただし、補助金の交付を申請しようとする者が誓約書を提出できるときは、こ

の限りではない。 

(6) 老朽危険空家等に所有権以外の権利の設定がある場合において、当該権利者全

員から老朽危険空家等の除却について同意を得られない者 

(7) 虚偽の申請をした者 

(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が不適当と認める者 

（補助対象経費） 

第５条 補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、老朽危

険空家等の除却に要する費用（消費税及び地方消費税に相当する額を除く。）に10

分の８を乗じて得た額とし、住宅地区改良事業等補助金交付要領（昭和53年４月４日
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付け建設省住整発第14号）に基づき国土交通大臣が定める当該年度の標準除却費のう

ちの除却工事費に10分の８を乗じて得た額を限度とする。 

（補助金の額） 

第６条 補助金の額は、補助対象経費に３分の２を乗じて得た額（当該額に1,000円未

満の端数があるときは、これを切り捨てた額）とし、50万円を限度とする。 

（事前調査の申込み） 

第７条 補助金の交付を受けようとする者は、事前に大津町老朽危険空家等除却促進事

業事前調査申込書（様式第２号）に次に掲げる書類を添えて、事前調査の申込みをし

なければならない。 

(1) 位置図（付近見取図） 

(2) 老朽危険空家等の現況写真 

(3) 町税等納付状況確認同意書（様式第３号） 

(4) 老朽危険空家等の所有者又は相続人が複数の場合は、老朽危険空家等除却工事

施工同意書（様式第４号。以下「同意書」という。） 

(5) 老朽危険空家等が所在する敷地の所有者又は相続人が複数の場合は、同意書 

(6) 老朽危険空家等の所有者と老朽危険空家等が所在する敷地の所有者が異なる場

合は、同意書 

(7) 老朽危険空家等に所有権以外の権利がある場合は、当該権利者の同意書 

(8) 委任状（様式第５号。申請者から委任を受けた者が申請を行う場合に限る。） 

(9) 事前調査の申込み時において対象建物が現に使用されている場合は、当該対象

建物が今後確実に空家等になることが見込まれる理由を疎明する書類 

(10) 老朽危険空家等及び老朽危険空家等が所在する敷地の登記事項証明書 

(11) 申請者が老朽危険空家等の登記名義人と異なる場合は、申請者が第４条第１項

に該当することを疎明する書類 

(12) その他町長が必要と認める書類 

２ 町長は、前項の規定による事前調査の結果、老朽危険空家等に該当するか否かを判

定し、大津町老朽危険空家等除却促進事業事前調査判定通知書（様式第６号）により

同項の事前調査の申込みを行つた者に通知するものとする。 

（補助金の交付申請） 
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第８条 前条第２項の通知を受けた者（「手続可能」とされた者に限る。）で、補助金

の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、同項の規定による通知を

受けた日から１月以内又は町長が定める日までに大津町老朽危険空家等除却促進事

業補助金交付申請書（様式第７号）に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなけれ

ばならない。 

(1) 事業計画書（様式第８号） 

(2) 老朽危険空家等の登記事項証明書又は所有者を確認できる書類 

(3) 老朽危険空家等が所在する敷地の登記事項証明書又は所有者を確認できる書類

（老朽危険空家等の所有者と老朽危険空家等が所在する敷地の所有者が異なる場

合であつて、申請者が敷地の所有者又はその所有者の相続人である場合に限る。） 

(4) 解体業者の見積書の写し（内訳が記載されたものに限る。） 

(5) 解体工事業、建築工事業若しくは土木工事業の許可書又は解体工事業の届出書

の写し（解体費が500万円未満（税込）にあつては、建設工事に係る資材の再資源

化等に関する法律（平成12年法律第104号）による解体工事業の登録を疎明する書

類でもよい。） 

(6) 平面図等、老朽危険空家等の延べ面積が確認できるもの 

(7) 戸籍謄本等の写し（申請者が老朽危険空家等の所有者の相続人又は老朽危険空

家等が所在する敷地の所有者の相続人である場合に限る。） 

(8) その他町長が必要と認める書類 

（補助金の交付決定） 

第９条 町長は、前条の規定による申請があつたときは、その内容を審査し、補助金の

交付の可否を決定し、大津町老朽危険空家等除却促進事業補助金交付決定通知書（様

式第９号）により当該申請者に通知するものとする。 

２ 町長は、前項の規定により補助金の交付決定を受けた申請者（以下「交付決定者」

という。）に対し、補助金の交付の目的を達成するため必要な指示をし、又は条件を

付することができる。 

（除却の着手） 

第10条 交付決定者は、前条の規定による補助金の交付決定後に老朽危険空家等の除却

に着手しなければならない。 
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（事業着手届） 

第11条 交付決定者は、老朽危険空家等の除却に着手しようとするときは、事業着手届

（様式第10号）に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。 

(1) 老朽危険空家等の除却に係る請負契約書の写し 

(2) その他町長が必要と認める書類 

（変更等の承認） 

第12条 交付決定者は、老朽危険空家等の除却の内容を変更し、中止し、又は廃止しよ

うとするときは、速やかに大津町老朽危険空家等除却促進事業変更等承認申請書（様

式第11号。以下「変更等承認申請書」という。）を町長に提出し、その承認を受けな

ければならない。 

２ 町長は、前項の規定による変更等承認申請書の提出があつたときは、その内容を審

査し、当該変更等の承認の可否を決定した上で、大津町老朽危険空家等除却促進事業

変更等承認（不承認）通知書（様式第12号）により交付決定者に通知するものとする。 

（実績報告） 

第13条 交付決定者は、老朽危険空家等の除却が完了したときは、完了の日から１月を

経過する日又は補助金の交付決定の通知を受けた日の属する年度の１月末日のいず

れか早い日までに、大津町老朽危険空家等除却促進事業実績報告書（様式第13号。以

下「事業実績報告書」という。）に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければ

ならない。 

(1) 請求内訳書（工事実績内訳書）の写し 

(2) 領収書の写し 

(3) 工事写真（施工状況及び完了） 

(4) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和45年法律第137号）第12条の３第１項

に定める産業廃棄物管理票（マニフェスト）E票の写し 

(5) その他町長が必要と認める書類 

（補助金の額の確定） 

第14条 町長は、前条の規定による事業実績報告書の提出があつたときは、速やかにそ

の内容を審査し、現地調査を行い、老朽危険空家等の除却の成果が補助金の交付決定

の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確
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定し、大津町老朽危険空家等除却促進事業補助金交付確定通知書（様式第14号）によ

り交付決定者に通知するものとする。 

（補助金の請求及び交付） 

第15条 交付決定者は、前条の規定による通知を受けたときは、速やかに大津町老朽危

険空家等除却促進事業補助金交付請求書（様式第15号。以下「請求書」という。）に

より補助金の交付を町長に請求しなければならない。 

２ 町長は、前項の規定による請求を適当と認めるときは、速やかに補助金を交付する

ものとする。 

（補助金の経理） 

第16条 交付決定者は、老朽危険空家等の除却に係る経理についての収支の事実を明確

にした根拠書類を整備し、かつ、これらの書類を老朽危険空家等の除却が完了した日

の属する年度の翌年度から起算して５年間保存しなければならない。 

２ 交付決定者は、町長の求めがあつたときは、前項の書類を提示しなければならない。 

（補助金の返還等） 

第17条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金

の交付決定の一部又は全部を取り消すことができる。 

(1) 虚偽その他不正の行為により補助金の交付を受けたとき。 

(2) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。 

(3) その他町長が補助金の交付を不適当と認めるとき。 

２ 町長は、前項の規定により補助金の交付決定の取消しを決定したときは、大津町老

朽危険空家等除却促進事業補助金交付決定取消通知書（様式第16号）により交付決定

者に通知するものとする。 

３ 前項の場合において、既に補助金が交付されているときは、町長は、当該取消しに

係る部分の補助金の返還を交付決定者に命ずるものとする。 

（その他） 

第18条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。 

附 則 

この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

附 則（令和４年５月２日要綱第79号） 



7/27 

この要綱は、令和４年５月２日から施行する。 

附 則（令和５年10月18日要綱第50号） 

この要綱は、令和５年10月18日から施行する。 



8/27 

 



9/27 

 



10/27 

 



11/27 

 



12/27 

 



13/27 

 



14/27 

 



15/27 

 



16/27 

 



17/27 

 



18/27 

 



19/27 

 



20/27 

 



21/27 

 



22/27 

 



23/27 

 



24/27 

 



25/27 

 



26/27 

 



27/27 

別表第１（第２条関係） 

別表第２（第２条関係） 

様式第１号（第４条関係） 

様式第２号（第７条関係） 

様式第３号（第７条関係） 

様式第４号（第７条関係） 

様式第５号（第７条関係） 

様式第６号（第７条関係） 

様式第７号（第８条関係） 

様式第８号（第８条関係） 

様式第９号（第９条関係） 

様式第10号（第11条関係） 

様式第11号（第12条関係） 

様式第12号（第12条関係） 

様式第13号（第13条関係） 

様式第14号（第14条関係） 

様式第15号（第15条関係） 

様式第16号（第17条関係） 

 


